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ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 278 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

278 目次 

1. トピックス：地域起業の始め方 第 2 期スタート 

2. ブログから：無料と無償 

3. 今週のお誘い 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

5. このメルマガについて 

バックナンバーはこちら 

http://nanoni.co.jp/magazine/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

1. トピックス：地域起業の始め方 第 2 期スタート 

 

先日、オンラインセミナーの仕掛人・加古さんが FBにこんな投稿をしてました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「起業」という言葉にどんなイメージがありますか？ 

 

一念発起、リスク、人生をかけて… 確かに会社を辞めスタートさせる起業にはこのようなイメージがあるかと

思います。 

 

私も 2011 年に松村拓也さんに出会い、会社を辞め、起業したときには同じようなイメージを持っていました。

10 年近くを経て、「地域起業のはじめ方」セミナーを企画し、第一期を終えて、かなり起業のイメージは変わり

ました。 

 

「地域起業」と聞くと地方で何かスタートさせる、という風にとらえる方がほとんどかと思います。もちろん、

住んでいる地域ということもあるかと思いますが、地域起業での地域は、ビジネスの範囲、商圏やマーケットの

ことになります。 

 

オンラインで様々なビジネスが可能となった今、商圏はローカルだけには留まらず、日本全国、更に全世界に拡

げることが可能です。商圏というと販路といったイメージになりますが、非常にニッチなことでもやりたいこと

の仲間を日本だけに留まらず、全世界から集めることができる、と考えたほうが地域起業っぽいです。 

 

この「やりたいこと」が大事で、例えば「美味しい蕎麦を食べてもらいたい」と考えた場合、普通は蕎麦屋さん

を開店する、という方向だけに考えがちです。しかし、美味しい蕎麦を食べてもらう方法は一つではありません。



美味しい乾麺をネットで売る、SNS で蕎麦屋の情報を提供する、蕎麦好きのオンラインサロンを主催する… な

ど様々な方法があります。 

 

地域起業は、株式会社にするか合同会社か？のような他の起業ノウハウセミナーとは全く違うアプローチをとっ

ています。社会的な要素の強いセミナーですが、問題解決の方法も独特です。問題解決自体を目指すよりも問題

のない小さな新しい社会（地域）を創る、というアプローチです。 

 

3 日目では「その事業を自分が死んでからも続けて欲しいか？」と問います。そういった意味では、「地域起業と

いうライフワーク」をどう始めるのか？をテーマとしている、といっても良いでしょう。 

 

私達は「起業」という一般的なイメージの枠にとらわれ過ぎてしまっているのかも知れません。「地域起業のはじ

め方」でその枠をとらえ直してみるのはいかがでしょうか？ 

 

あっ、初回は無料でお試しいただけます。気軽にご参加いただければ幸いです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

てなわけで、申し込みはこちらから 

https://startsocialbiz-2020-08-24.peatix.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：無料と無償 

 

僕は今、様々な場面で「無料」や「無償」を提案している。 

まず、無料には料金を払う必要がないという意味しかなく、無条件ということではない。 

僕は、「どんな相談でも初回は無料で対応する」が、2 回目以降は月額 1 万円で引き受ける。 

つまり、料金を必要としない代わりに、会員登録をしたり、商品のレビューを書くなど、料金以外の対価を求め

られる可能性もあるのが無料である。  

だが無償は、「無償の愛」や「無償の奉仕」といった言葉もあるように、一切の見返りを求めないこと。 

僕が、「相続したくない土地を無償で譲り受ける」と言うのは、「土地を譲られる代償を求めることは何もしない」

という意味だ。 

だが待てよ？、この話は何かおかしいと思わないか？ 

土地をタダでもらうというのに、その上要求などできる訳が無い・・・とあなたは思わないか？ 

・ 

もしも土地を譲ってもらうなら、その代金を支払うのが普通だろう。 

だが、そもそも土地の代金とは、一体何だろう？ 

まず思いつくのは原価・仕入れ値、つまり買った値段のことで、それ以上で売らないと損をするという損得勘定

の問題だ。 

つまり、売買であれば無償も無料もあり得ない。 

でも、相続で子供に譲ったり、子どもがいないから誰かに託したいなどの場合、譲る相手からお金を取ろうとは

思うどころか、何とかもらってもらいたいと願うだろう。 

実は以前、某財団からの相談で、包括遺贈を受けた財産の中に売れない土地が混ざっており、それを誰かもらっ

てくれないかという相談を受けたことがある。 



流石に地縁の無い地方の土地だったのでお断りしたが、結局は不動産業者にお金をつけて引き取ってもらったと

いう。 

つまり、有償で土地を引き取ってもらうケースが、すでに発生しているというわけだ。 

・ 

この問題は、譲られる側から見ていると判りにくい話だが、譲る側から見れば理解しやすい。 

もしもあなたが、大事な財産やお金を「何かのため」に譲る時、大切なのはその「何か」であって、金銭の見返

りや対価ではない。 

子どもや後継者に財産を渡すとき、その代金をもらうなどあり得ないことで、むしろ受け取ってもらうために苦

労する。 

僕が無償で引き受けるとは、まさにそう意味だ。 

僕は様々な起業のサポートそしているうちに、「事業や財産を引き継いで欲しいと願う人」と出会うようになっ

た。 

この人たちにとっての起業とは、まさに後継者を育て、継承を実現することに他ならない。 

・ 

ところが世間では、事業継承と言えばＭ＆Ａとか事業譲渡とか、お金の話ばかりが飛び交っている。 

だが、事業や財産を継承するということは、ひとまず全ての現状をそのまま受け入れ引き継ぐことだ。 

事業を継続するためには、改革が必要かもしれないが、それは引き継いだ後にすべきことであり、継承の条件に

することは継承しない理由にしかならない。 

このことに気付いた僕は、これを「無償」と表現した。 

継承とは、無償ですべてを引き継ぐことだ。 

全てを僕が引き受けるのでなく、継承を望むすべての人にこのことを知って欲しい。 

・ 

継承されない社会を生み出した犯人は、お金だと僕は思う。 

無償の継承に対し、有償の譲渡は売買であり、そこで支払われるお金はまさに手切れ金だ。 

例えば、品物を無償で譲り受けると、すべての責任もついてくるが、お金を払って買うことにより所有権だけを

手に入れて、製造者としての責任と縁を切ることができる。 

かつてお金のない社会では、すべてのモノやサービスが無償でやり取りされ、継承されてきたが、お金が介在す

ることですべてが有償で清算され、あらゆるしがらみから解放されたかもしれない。 

だがこの開放こそが孤立を生み、互助や継承を妨げている。 

結局僕が、無料が提供する側の提案で、無償が引き受ける側の提案と考えるのは、お金で縁を切らないために、

だ。 

今コロナの脅威に対し、孤立を促進する隔離と、連携を破壊する手切れ金に依存しないよう、しっかり目を開け

て歩きたい。 

 

http://nanoni.co.jp/20200821/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘い 

ぼちぼち面談を再開しますが、もちろんリモート面談も歓迎です。 

凡例 ■リモート、２ｍ面談など歓迎：方法をご提案ください 

○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 



   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 

   ★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

   △同席不可：予定の前後は面談可能です。 

   ▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（日）08/23 ■◎休業日 

 10-14 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ８月例会（飯能） 

   18-20 時 ▲笑恵館入居者食事会（笑恵館） 

（月）08/24 ■◎作業日 10-21 時（自宅） 

 20-22 時 ■地域起業の始め方 2_1（リモート） 

（火）08/25 ■◎作業日 10-21 時（自宅） 

（水）08/26 ■◎作業日 10-21 時（自宅） 

   14-16 時 ▲森の幼稚園 MTG（長沼公園） 

（木）08/27 ■◎作業日 10-17 時（笑恵館） 

 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）08/28 ■◎作業日 10-21 時（自宅） 

（土）08/29 ■〇作業日 09-17 時（笑恵館） 

 10-17 時 ■○まつむら塾（笑恵館） 

（日）08/30 ■◎休業日 10-18 時（自宅） 

 

■その後の予定 

08/31 20-22 時 ■地域起業の始め方 2_2（リモート） 

09/05 10-12 時 ■○まつむら塾（笑恵館） 

09/10 16-17 時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

09/10 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

09/11 19-21 時 ■カプラー起業交流会（リモート） 

09/12 10-17 時 ■○まつむら塾（笑恵館） 

09/17 10-20 時 ★なるほどデイ・完全持ち寄り食事会（笑恵館） 

09/19 10-17 時 ■○まつむら塾（笑恵館） 

 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 



自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


